
○

《単位：円》

学部・学科 基本料 単位料
（1単位あたり学費×不足単位数）

納入額

文学部 255,000 30,000×不足単位数

文化社会学部 255,000 30,000×不足単位数

教養学部（人間環境学科自然環境課程） 276,000 34,000×不足単位数

教養学部（人間環境学科社会環境課程、国際学科） 276,000 33,000×不足単位数

教養学部（芸術学科音楽学課程） 276,000 43,000×不足単位数

教養学部（芸術学科美術学課程、デザイン学課程） 276,000 38,000×不足単位数

体育学部 268,000 32,000×不足単位数

健康学部 255,000 30,000×不足単位数

法学部 255,000 30,000×不足単位数

政治経済学部 255,000 30,000×不足単位数

観光学部 255,000 30,000×不足単位数

情報通信学部 276,000 34,000×不足単位数

理学部 276,000 34,000×不足単位数

情報理工学部 276,000 34,000×不足単位数

工学部（航空宇宙学科航空操縦学専攻以外） 276,000 34,000×不足単位数

工学部（航空宇宙学科航空操縦学専攻） 276,000 47,000×不足単位数

医学部（看護学科） 276,000 34,000×不足単位数

海洋学部（海洋文明学科、環境社会学科） 255,000 30,000×不足単位数

海洋学部（海洋文明学科、環境社会学科以外） 276,000 34,000×不足単位数

経営学部 200,000 24,000×不足単位数

基盤工学部 259,000 32,000×不足単位数

農学部 259,000 32,000×不足単位数

国際文化学部 238,000 28,000×不足単位数

生物学部 259,000 32,000×不足単位数

（注）
①
②

③ 2026年度以降初めて標準修業年限超過となった学生及び2026年度に９セメスター以上に再入学をした学生は、【2026年
度以降初めて標準修業年限超過となった学生】をご確認ください。

【2025年度以前に標準修業年限超過となった学生】

2026年度における第９セメスター（学期）以降の納付金について

　４年間（８セメスター）を超えて在籍する場合は、第９セメスター以降、順次在籍セメスターが進むこととなります。
　2025年度以前に標準修業年限超過となっていた学生の第９セメスター以降の納付金は、【表】に基づき納入していただきま
す。
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上記の他に学生会費、学園費及び学生健康保険互助組合費を納入していただきます。

基本料と単位料の合計額が１セメスターの所定の金額（授業料・教育運営費・実習実技費及び施設設備費の合計額）を超
える場合は、所定の金額を納入していただきます。

○

【表】セメスター（半期）分　納付金一覧

第９セメスター以降在学中に納入いただく金額は、基本料と単位料の合計額となるため、不足単位数に応じて金額が異な
ります。

休学者については、上記の金額とは異なり、在籍料として半期25,000円と学生健康保険互助組合費を納入していただ
きます。
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